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九州地方整備局平成３１年度 基本方針

 九州地方整備局では、平成25年11月より総合評価落札方式（二極化）の本格運用
を図り、「品確法」の基本理念である「価格」及び「品質」が総合的に優れた内容の
契約がなされるよう努めてきた。

 一方、受注競争の激化による地域の建設産業の疲弊や就労環境の悪化に伴う担い手
不足等の課題を踏まえ、現在及び将来にわたるインフラの品質確保とその担い手の中
長期的な育成・確保を図るため、平成26年6月に品確法、入契法、建設業法のいわ
ゆる「担い手三法」の改正が行われたところであり、地域における災害対応を含む、
社会資本の維持管理を担う建設業界の担い手育成・確保という観点を、いかに現在の
入札・契約手続きの中に取り入れられるかが喫緊の課題である。

 これらの課題への対応を図っていくためにも、総合評価落札方式の透明性・公平性
は確保しつつ、評価の安定化及び評価の質の向上を求めることに加え、｢担い手の中長
期的な育成及び確保の促進｣と、現在のみならず｢将来の公共工事の品質確保の促進｣
を図る多様な入札契約の制度設計を立案していく必要がある。

 平成３１年度は、頻発化・激甚化する自然災害への対応を踏まえ、地域の守り手で
ある｢地元企業の受注機会の更なる拡大｣を図るとともに、｢働き方改革｣、｢生産性向
上｣を加速するため、各種試行工事の積極的活用を図る。
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総合評価落札方式の改定のポイント

１．総合評価落札方式の改善について
１）手持ち工事量の評価の見直し

・企業の手持ち工事量の状況は、以下の方法で評価し数値が低い者を優位に評価。
｢当該工事種別の地整内当該年度施工額｣／当該工事種別の過去５ヶ年の地整内平均施工額｣

・H29年度より、当該年度施工額が３億円に達するまでは、過去の受注実績にとらわれずA評価（満点）とす
るルールを試行的に導入。（以下、３億円ルール）

・過年度の実績を踏まえ、「３億円ルール」の適用対象工事を変更。

⇒  現行：手持ち工事量の評価を行う全ての工事に適用。
→ H３１年度：手持ち工事量の評価を行う一般土木工事のみ適用。

２．試行工事の改善について
１）「技術提案チャレンジ型」の評価方法の見直し

・受注実績の少ない企業のチャンス拡大のため、企業評価の方法の一部を見直し。

⇒  現行：当該工事種別の地整内当該年度施工額÷当該工事種別の過去５年度の地整内平均施工額
→ H３１年度：【Ⅰ型】当該年度の受注（契約）実績が少ない者をより評価

【Ⅱ型】過去の受注（契約）実績が少ない者をより評価

Ｈ３１年度からの総合評価における新たな取り組み
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１．総合評価落札方式の改善について

１）手持ち工事量の評価の見直し



九州地方整備局手持ち工事量の評価の見直し 九州地方整備局

見直し点
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手持ち工事量の評価の概要

一般土木工事の評価表

・九州地方整備局では、従来より企業評価の一部として、手持ち工事量を次の方法で評価し数値が低い者を優位に評

価している。｢当該工事種別の地整内当該年度施工額／当該工事種別の過去５ヵ年の地整内平均施工額」

・Ｈ２９年度より、過去の受注実績の少ない企業の入札参加意欲向上及び受注機会拡大のため、当該年度施工額が、

３億円に達するまでは過去の受注実績にとらわれず、Ａ評価（５点）とするルールを全工種に試行的導入（以下、

３億円ルール）。

一般土木工事以外の評価表

・過年度の実績を分析した結果、一般土木工事以外の工種では、全体的な発注規模や件数が小さいことから、｢３億円
ルール｣を導入すると、各社の評価が高止まりするなど｢手持ち工事量の評価｣の機能が低下することを確認した。
よって、一般土木工事以外の工種については、「３億円ルール」を適用除外とし、一般土木工事のみ適用する。

【現行】：全ての工種で適用 ⇒ 【見直し】：一般土木工事のみ適用
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２．試行工事の改善について

１）技術提案チャレンジ型試行工事の見直しについて



九州地方整備局平成３１年度 試行工事一覧表
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九州地方整備局九州地方整備局技術提案チャレンジ型【見直し継続】 （１／２）

・地元に精通した企業は地域防災の担い手であり、地元の企業・技術者の育成が必要である。
・現行の総合評価制度は、過去の実績評価のウエイトが大きいため実績が少ない者の受注機会が制約される。
・本試行は、地域を支える建設業者の受注機会拡大のため、企業や技術者の過去の実績を求めず、提案された施工

計画を主な評価とし、受注機会のチャンスを拡大する試行工事である。
・本試行工事について、過年度の受注実績を分析したところ、過去の受注件数が「少ない者」より「多い者」が比

較的多く本試行工事を受注していたため、評価方法を一部見直した。

分任官工事（土木系工事）のうち技術的高度でない工事を対象
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技術提案チャレンジ型の概要

【今回見直し箇所】

【現行の評価表】



九州地方整備局九州地方整備局技術提案チャレンジ型【見直し継続】 （２／２）
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・受注実績の小さい企業のチャンス拡大を図るため、現行の評価内容（工事の手持ち状況）を当該年度の受注状況を
考慮したⅠ型（当該年度の受注（契約）実績の件数を評価）と新規参入企業の更なる受注機会拡大等を目的とする
Ⅱ型（過去の受注（契約）実績を評価）の２つのタイプに見直しを行った。
今後、本試行については、受注状況の把握を行うとともに公共工事の品質確保の観点から工事成績等について分析
を行い試行の有効性を確認する。

見直し点


